
化学物質の取扱量の集計結果について（条例：特定化学物質報告制度） 

 

１ はじめに 

 ⑴ 特定化学物質報告制度とは 

  さいたま市内で特定化学物質を取り扱う事業者のうち、一定の要件※を満たす事業者はさい

たま市生活環境の保全に関する条例（以下、「条例」という。）第７４条第２項の規定に基

づき、年度ごとに特定化学物質の取扱量を報告しなければなりません。 

 

 ※特定化学物質報告の要件 

  ① 製造業など市条例施行規則で定める業種 24 業種に該当すること。 

  ② 事業者として、常時使用する従業員の数が 21人以上であること。 

  ③ 特定化学物質を物質ごとに年間 500kg 以上取り扱った事業所を有すること。 

  

 ⑵ 特定化学物質報告制度とＰＲＴＲ制度の目的の違い 

ＰＲＴＲ制度（化管法）は、事業者が実際に環境中に排出した化学物質の量（排出量）や

廃棄物などとして処理するために事業所の外へ移動させた量（移動量）の把握を目的として

います。 

  特定化学物質報告制度（条例）は、事業者が平時は環境中に排出していないが災害や事故

時に排出される可能性がある潜在的な化学物質の量や種類を広く把握することを目的として

います。 

  

⑶ 用語の解説 

① 特定化学物質 計 663 物質 

 「特定化学物質の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化管法）」に規

定する第一種指定化学物質 515 物質、第二種指定化学物質 134 物質及び条例に規定する物

質 14物質が該当します。 

  ② 取扱量 

   事業所において取り扱った特定化学物質の「使用量」、「製造量」及び「取り扱う量」

の合計が「取扱量」です。 

   使用量は、事業所において事業活動に伴い使用した量です。 

   製造量は、事業所において製造した量（副生成物も含む）です。 

   取り扱う量は、例えばガソリンスタンドのように、入荷した特定化学物質を自ら使用し

ないで、卸売り・小売り等をするために、事業所において貯蔵所や容器に移し替えた量で

す。 

  

⑷ 埼玉県の集計結果 

   埼玉県内のデータは埼玉県が集計結果を公表しています。 

   https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/kakanhou/syukei.html 

 

  

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/kakanhou/syukei.html


２ 令和 4年度（令和 5年度届出）の集計結果の概要 

 

⑴ さいたま市の届出状況 

さいたま市内の届出事業所数は 144 件でした。その他、過年度修正が 10件ありました。 

    

① 業種別にみた届出状況 

 

 

  ② 行政区別にみた届出状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 行政区別の事業者数構成比 



３ 取扱量 

市内の事業所から報告された取扱量の合計は 58,627 t であり、その内訳は使用量 14,592

トン、製造量 3トン及び取り扱う量 44,032 t でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 取扱量の上位物質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 取扱量の構成比 

図３ 取扱物質の構成比 



 ⑵ 業種別取扱量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 上位１０業種の取扱量 ( t ／年 ) 

 



⑶ 行政区別取扱量 
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図５ 行政区別取扱量の構成比 



⑷ 取扱量の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５　取扱量の上位10物質の用途と主な業種

順位 物質名 用途 主な業種

1 トルエン ガソリン成分、溶剤、合成原料
ゴム製品製造業、金属製品製造業、
プラスチック製品製造業、化学工業、
燃料小売業

2 キシレン 溶剤、合成原料、ガソリン・灯油成分 金属製品製造業、燃料小売業

3 ノルマル－ヘキサン ガソリン・灯油成分、溶剤 ゴム製品製造業、燃料小売業

4 1,2,4-トリメチルベンゼン ガソリン成分、合成原料 燃料小売業、金属製品製造業、化学工業

5 アクリル酸ノルマル－ブチル 合成原料 化学工業

6 スチレン 合成原料 化学工業、プラスチック製品製造業

7 メタクリル酸メチル 合成原料 化学工業

8 ベンゼン ガソリン成分 燃料小売業

9 エチルベンゼン 合成原料・中間体、溶剤、ガソリン成分 金属製品製造業

10 1,3,5-トリメチルベンゼン ガソリン成分、合成原料 燃料小売業、金属製品製造業、化学工業

 



４ 経年変化 

   報告数        144 件  （±  0 件、 増減なし） 

   取扱量     58,627 トン（－4,472 トン、7.1％減） 

製造量       3 トン（±   0 トン、増減なし） 

   使用量     14,592 トン（－1,741 トン、10.7％減） 

 取り扱う量 44,032 トン（－2,731 トン、5.8％減） 

 

 

図 6 取扱量経年変化 


